
　

県
と
市
で
は
、
野
駄
地
区
の
一
部

を
新
た
に
都
市
計
画
区
域
に
指
定
す

る
手
続
き
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
3

月
30
日
、
県
か
ら
都
市
計
画
区
域
の

変
更
が
公
告
さ
れ
、
従
前
の
西
根
都

市
計
画
区
域
に
野
駄
地
区
の
一
部
を

編
入
し
、
八
幡
平
都
市
計
画
区
域
と

し
て
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
都

市
計
画
道
路
大
更
駅
前
線
の
変
更
を

都
市
計
画
決
定
し
ま
し
た
の
で
、

併
せ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◎
都
市
計
画
区
域
の
変
更

■
新
た
に
指
定
と
な
っ
た
区
域

　

野
駄
第
１９
地
割
か
ら
第
２４
地
割

ま
で
（
図
１
の
と
お
り
）

■
都
市
計
画
区
域
の
指
定
に
よ
り

必
要
と
な
る
手
続
き
な
ど

▼
建
築
確
認　
建
物
を
建
築
す
る

際
に
必
要
な
建
築
確
認
申
請
に
お

い
て
、
建
ぺ
い
率
や
容
積
率
な
ど

の
基
準
へ
の
適
合
や
、
４
㍍
以
上

の
道
路
に
建
物
敷
地
が
２
㍍
以
上

接
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
開
発
許
可　
建
物
な
ど
を
建
築

す
る
目
的
で
行
う
土
地
の
区
画
形

質
の
変
更
の
こ
と
を
開
発
行
為
と

い
い
ま
す
。
都
市
計
画
区
域
内
で

は
、
3
0
0
0
平
方
㍍
以
上
の
開

発
行
為
を
行
う
場
合
、
県
の
許
可

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
新
た
に
指
定
と
な
っ
た
都
市
計

画
区
域
に
お
け
る
基
準　
建
ぺ
い

率 

70
㌫
、
容
積
率 

2
0
0
㌫（
用

途
地
域
の
指
定
は
あ
り
ま
せ
ん
）

◎
都
市
計
画
道
路
大
更
駅
前
線

■
変
更
内
容　
駅
前
広
場
を
追
加

し
、
延
長
・
幅
員
・
線
形
を
変
更

（
図
２
の
と
お
り
）

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
建
設
課
都

市
計
画
係（
☎
・
内
線
2
５
2
６
）

ま
で
。

都
市
計
画
区
域
な
ど
を
変
更

図 １

図 ２

お知らせ版

農と輝の大地―八幡平市
みのり ひかり
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